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教 人 第 ８ ３ 号令和２年６月２５日各 市 町 村 教 委 教 育 長各 中 ・ 高 等 学 校 長各 義 務 教 育 学 校 長各 中 等 教 育 学 校 長各 特 別 支 援 学 校 長
奈良県教育委員会教育長

第４７回奈良県ジュニア美術展覧会の開催について（通知）このことについて、下記のとおり開催しますので、作品の応募についてよろしくお願いします。記１ 趣 旨県内の青少年の美術活動の充実と振興を図ることを目的とする。２ 主 催奈良県、奈良県教育委員会３ 日時及び会場令和２年９月１３日（日）～令和２年９月２０日（日） 午前９時から午後５時までただし、１４日（月）は休館、１８日（金）は展覧中止、２０日（日）は午後３時まで奈良県文化会館 ２階展示室 奈良市登大路町６－２４ 出品資格県内に在住、在学又は在勤する者で、令和２年４月１日現在、中学生以上１９歳以下の者とする。５ 出品作品の大きさ(部 門)日本画 １０号以上５０号以内で、額装はガラス及びアクリルは使用しないこと。洋 画 １０号以上（水彩画及び版画は四つ切以上）５０号以内（Ｓ５０号を含む。最大幅１１６.７㎝）。ただし５０号斜めがけは不可。額装又はこれに準ずる仕様とする。

殿
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彫 刻 高さ、横、奥行ともに２ｍ以内、重さ３００㎏／㎡以内とする。工 芸 平面作品は、Ｂ２以上Ｂ１以内のサイズとする。立体作品は、５０㎝立法換算（１２５，０００㎤）以内。重量は３０㎏以内（揃え物の作品は原則として５点まで）。出品作品には正面を明確に明記すること。デザイン 平面作品は、Ｂ２以上Ｂ１以内のサイズとする。立体作品は、５０㎝立法換算（１２５，０００㎤）以内。重量は３０㎏以内（揃え物の作品は原則として５点まで）。出品作品には正面を明確に明記すること。書 芸 仕上がり面積１.１３㎡以内。ただし、高さ１.８２ｍ以内とし、額装・軸装及び仮表装とする。なお、釈文は所定の用紙に楷書で書き、作品の裏にのり付けすること。写 真 単・組・連作品とも１枚が四つ切又はＡ４以上とし、いずれも枠張り又は額装を含め横１ｍ、縦１.５０ｍ以内とし、組・連作品は一枚に結合すること。共通事項 壁面に展示する作品は、必ず吊り紐を付けること。（ただし、ビニ－ル等伸縮性のもの及び麻紐・針金は不可とする。）額装はガラスを使用しないこと。６ 出 品各部門における出品数は、同一人につき２点以内とし、作品は出品者自身の創意による制作で、未発表のものに限る。違反した場合、鑑査後でも入選・賞を取り消す。５に定める出品作品の大きさ以外の出品はできない。破損しやすい作品、自立が困難な構造の作品、危険を伴う作品なども出品できない。原型と実材制作者が異なる場合、原型制作者を出品者とする。特に展示方法等が複雑な場合は、明確にわかる写真・図等を添付すること。出品作品の荷造りや持参の費用は、すべて出品者の負担となる。※ 奈良県高等学校総合文化祭など、公募展に出品した作品は出品できない。※ 目録等印刷の都合上、外字は常用漢字に変換する場合がある。７ 搬入及び搬出(１) 搬 入 奈良県文化会館 ９月 ８日（火） 午前１０時～午後７時(２) 搬 出 奈良県文化会館 ９月２０日（日） 午後 ３時～午後５時９月２１日（月） 午前 ９時～午後５時(３) 出品手数料 無料。ただし、審査結果通知書に６３円切手の貼付が必要(４) その他ア 出品の時は、部門ごとに所定の申込書を添付すること。イ 本展覧会事務局において、出品を受理したときは、預り証を交付する。預り証を紛失したときは、速やかにその旨事務局に届け出ること。ウ 定められた日時を厳守すること。搬入日前、搬出日後の受付や保管はできない。
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エ 作品を搬出するときは、預り証を提出すること。オ 出品作品の荷造り、持参に要する費用はすべて出品者の負担とする。カ 出品作品の取り扱いは十分に注意するが、不可抗力による作品の紛失、破損等に対しては責任を負わない。キ 発熱・咳・全身痛などの症状がある場合は来館を控えること。ク 必ずマスクを着用すること。ケ アルコール消毒液を設置するので、入退館時に手指消毒をすること。コ 来館者間の距離をできる限り２ｍ（最低１ｍ）以上確保し、来館者同士の接触、近距離での会話は避けること。８ 審 査令和２年９月１０日（木） 午前１０時～出品作品は、審査員の審査のうえ、入選作品のみ展示する。審査結果は、審査結果通知書により出品者全員に郵便で通知する。９ 賞各部門の入選作品の中から、優れた作品に各賞を授与する。ジュニア県展賞、知事賞、奈良県議会議長賞、教育長賞、奨励賞、佳作※ 審査内容の状況に応じて対象とならない場合がある。賞状等は、搬出時に授与する。10 その他展覧会目録には、入選以上の作品名・氏名・学校勤務先名を明記すること。作品は、撮影及びホームページ等へ掲載できるものとする。新型コロナウイルス感染拡大の状況により、展覧会を急きょ中止する場合がある。11 募集要項、出品申込書等の配布別紙様式により、ＦＡＸで以下の申込先に申し込むこと。なお、募集要項、出品申込書等の配布は、令和２年７月１５日（水）からとする。申込先事務局 奈良県文化会館業務課文化振興係ジュニア県展担当ＴＥＬ ０７４２－２３－８９２１ＦＡＸ ０７４２－２２－８００３
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（別紙様式）
ＦＡＸ送信票

奈良県文化会館 業務課 文化振興係

（ＦＡＸ ０７４２－２２－８００３）

第４７回奈良県ジュニア美術展覧会

＜出品申込書等希望枚数調査表＞

令和２年 月 日

（名 前）８（担 当 者）

（連絡先電話番号）

（送 付 先 住 所）

※郵送のうえ受け取る者のみ記入

〒

（来 館 希 望 日）

※来館のうえ受け取る者のみ記入

令和２年 月 日募集要項と出品申込書等（釈文含む）必要組数 組※１出品ごとに１組必要
事務局

奈良県文化会館業務課 ＴＥＬ ０７４２－２３－８９２１


